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提 案 理 由 

議案番号 提 案 理 由  

報告第４号 〔専決処分の承認を求めることについて〕（三次市税条例の一

部を改正する条例） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等が

公布されたことに伴い、関係条例である三次市税条例（平成１６

年三次市条例第７８号）の一部を改正する必要が生じ、専決処分

したため、市議会に報告し、承認を求めるものである。 

報告第５号 〔専決処分の承認を求めることについて〕（三次市都市計画税

条例の一部を改正する条例） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等が

公布されたことに伴い、関係条例である三次市都市計画税条例

（平成１６年三次市条例第８１号）の一部を改正する必要が生

じ、専決処分したため、市議会に報告し、承認を求めるものであ

る。 

報告第６号 〔専決処分の承認を求めることについて〕（三次市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等が

公布されたことに伴い、関係条例である三次市国民健康保険税条

例（平成１６年三次市条例第８２号）の一部を改正する必要が生

じ、専決処分したため、市議会に報告し、承認を求めるものであ

る。 

報告第７号 〔専決処分の報告について〕（損害賠償の額を定めることにつ

いて） 

 令和８年３月１７日に三次市吉舎町三玉６００番地２、ＪＡひ

ろしま吉舎支店の駐車場で発生した、公用車による車両物損事故

の損害賠償額について専決処分したため、市議会に報告するもの

である。 

議案第６９号 〔三次市固定資産評価員の選任の同意を求めることについて〕 
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 三次市固定資産評価員を選任することについて、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により、市議

会の同意を求めようとするものである。 
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根 拠 法 令 

議案番号 根 拠 法 令 

報告第４号  〔地方自治法〕（昭和２２年法律第６７号） 

 

 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１

３条ただし書の場合においてなお会議を開くことができない

とき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件に

ついて特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決す

べき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、

その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第１６

２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第

２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第

１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、

この限りでない。 

２ 略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長

は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めな

ければならない。 

４ 略 

報告第５号 

～ 

報告第６号 

報告第４号に同じ。 

報告第７号  〔地方自治法〕（昭和２２年法律第６７号） 

 第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事

項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体

の長において、これを専決処分にすることができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体

の長は、これを議会に報告しなければならない。 

議案第６９号  〔地方税法〕（昭和２５年法律第２２６号） 
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  （固定資産評価員の設置） 

 第４０４条 略 

２ 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を

有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を

得て、選任する。 

３及び４ 略 

 


